
亀山市告示第２０５号 

亀山市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の一部を改

正する告示を次のように定める。 

令和３年１１月３０日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の一

部を改正する告示 

 

亀山市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱（令和３年

亀山市告示第１４２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

改正後 改正前 

（支給対象者） 

第４条 自立支援金の支給対象者（第１３

条において「支給対象者」という。）

は、市の住民基本台帳に記録されてい

る者等であって、次の各号のいずれに

も該当する者とする。ただし、市以外

の市町村（特別区を含む。）において

自立支援金に相当する給付を受けてい

る者を除く。 

（支給対象者） 

第４条 自立支援金の支給対象者（第１２

条において「支給対象者」という。）

は、市の住民基本台帳に記録されてい

る者等であって、次の各号のいずれに

も該当する者とする。ただし、市以外

の市町村（特別区を含む。）において

自立支援金に相当する給付を受けてい

る者を除く。 

（１）次に掲げるアからカまでのいずれ

かに該当する者 

ア～エ （略） 

オ 令和４年１月以降に新たに自立

支援金を申請する者であり、都道

府県社会福祉協議会が実施する緊

（１）次に掲げるアからエまでのいずれ

かに該当する者 

ア～エ （略） 

 

 

 



急小口資金及び総合支援資金（初

回）の特例貸付（以下「初回貸付

等」という。）をいずれも受けた

者であって、申請日の属する月の

前月までに当該初回貸付等の最終

借入月（緊急小口にあっては、借

入月）が到来している者（アから

エまでの者及び現に再貸付を申請

又は利用している者を除く。） 

カ 令和４年１月以降に新たに自立

支援金を申請する者であり、初回

貸付等をいずれも受け入れている

者であって、申請日の属する月が

当該初回貸付等の最終借入月（緊

急小口資金にあっては、借入月）

である者（アからエまでの者及び

現に再貸付を申請している者を除

く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）～（４）（略） 

（５）次のいずれかに該当する者 

ア 公共職業安定所又は地方公共団

体が設ける公的な無料職業紹介の

窓口（厚生労働大臣に対する通知

により無料職業紹介事業を行う特

定地方公共団体又は地方公共団体

の委託を受けて無料の職業紹介を

行う職業紹介事業者をいう。以下

同じ。）（以下「公共職業安定所

等」という。）に求職の申込みを

（２）～（４）（略） 

（５）次のいずれかに該当する者 

ア 公共職業安定所に求職の申込み

をし、常用就職を目指し、次に掲

げる求職活動を行う者 

 

 

 

 

 

 



し、常用就職を目指し、次に掲げ

る求職活動を行う者 

（ア）（略） 

（イ）月２回以上、公共職業安定所

等で職業相談等を受けること。 

（ウ）（略） 

（６）（略） 

（７）偽りその他不正の手段により再貸

付又は初回貸付等の申請を行ってい

ない者 

２ （略） 

 

 

（ア）（略） 

（イ）月２回以上、公共職業安定所

で職業相談等を受けること。 

（ウ）（略） 

（６）（略） 

（７）偽りその他不正の手段により再貸

付の申請を行っていない者 

 

２ （略） 

（自立支援金の申請） 

第６条 申請者は、令和４年３月３１日

までに、亀山市新型コロナウイルス感

染症生活困窮者自立支援金支給申請書

（様式第１号。以下「申請書」とい

う。）に次の各号に掲げる書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

（１）及び（２）（略） 

（３）再貸付に係る借用書の写しその他

の第４条第１項第１号に該当するこ

とを証する書類 

（４）及び（５）（略） 

（６）第４条第１項第５号アに該当する

場合にあっては、公共職業安定所か

ら交付を受けた求職受付票（ハロー

ワークカード）又は地方公共団体が

設ける公的な無料職業紹介の窓口に

対する求職申込みの状況が確認でき

（自立支援金の申請） 

第６条 申請者は、令和３年１１月３０

日までに、亀山市新型コロナウイルス

感染症生活困窮者自立支援金支給申請

書（様式第１号。以下「申請書」とい

う。）に次の各号に掲げる書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

（１）及び（２）（略） 

（３）再貸付に係る借用書の写しその他

の第４条第１号に該当することを証

する書類 

（４）及び（５）（略） 

（６）第４条第５号アに該当する場合に

あっては、公共職業安定所から交付を

受けた求職受付票（ハローワークカー

ド）の写し 

 

 



る書類（以下「ハローワークカード

等」という。）の写し 

（７）及び（８）（略） 

２及び３ （略） 

 

 

（７）及び（８）（略） 

２及び３ （略） 

（公共職業安定所等への求職申込み等） 

第７条 市長は、公共職業安定所等への

求職申込みを行っていない申請者に対

して、申込みを指示するものとする。

ただし、申請者が生活保護を申請し、

当該申請に係る処分が行われていない

間については、この限りではない。 

２ 申請者は、ハローワークカード等の 

写しを市長に提出しなければならない。 

（公共職業安定所への求職申込み等） 

第７条 市長は、公共職業安定所への求

職申込みを行っていない申請者に対し

て、申込みを指示するものとする。た

だし、申請者が生活保護を申請し、当

該申請に係る処分が行われていない間

については、この限りではない。 

２ 申請者は、公共職業安定所から交付

を受けた求職受付票（ハローワークカ

ード）の写しを市長に提出しなければ

ならない。 

（再支給） 

第１２条 自立支援金の受給期間が終了

した受給者で第４条第１項第２号から

第７号までの要件を満たす者について

は、第５条に規定する支給額及び支給

期間により、再支給することができる

ものとする。ただし、従前の受給中に

前条第１項各号（第２号、第６号及び

第７号を除く。）に該当し支給が中止

となった者又は正当な理由なく第４条

第１項第５号に関する報告を怠った者

には、再支給することができないもの

とする。 

２ 再支給の申請は、第６条の規定を準

 



用する。この場合において、同条第１

項中「亀山市新型コロナウイルス感染

症生活困窮者自立支援金支給申請書（ 

様式１号」とあるのは、「亀山市新型

コロナウイルス感染症生活困窮者自立

支援金再支給申請書（様式第６号」と

読み替えるものとする。 

第１３条～第１６条 （略） 第１２条～第１５条 （略） 

 様式第１号を次のように改める。 

 



（注　意　事　項）

支　店　名 分類

１.普通
２.当座

金融機関コード

1.銀行
2.金庫
3.信組

金融機関名
（ゆうちょ銀行を除く）

4.信連
5.農協
6.漁協
7.信漁連

口座番号
（右詰めでお書きください）

口座名義
（カナ）

支店コード

本・支店
本・支所

出張所

　③住所

　④電話番号

⑦世帯の生計を主として維持している者であること（右欄にチェック）□

亀 山 市 長 様
申請者氏名

４.総合支援資金の再貸付の申請のために必要な、自立相談支援機関による支援決定を受けることができず、再貸付の
申請をできなかった

　⑤公共職業安定所の求職番号又は地方公共団体が
　設ける公的な無料職業紹介の窓口の名称・申込日時
　（生活保護を申請中である場合を除く）

　令和３年　　月　～　　月受けていた時期

再貸付を受けていた社会福祉協議会

　令和３年　　月　～　　月受けている時期

再貸付を受けている社会福祉協議会

　令和３年　　月　　日（頃）申請した時期

再貸付を申請した社会福祉協議会

様式第1号（第6条関係）

亀山市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書
　　フリガナ

　①氏　　名

　②生年月日 昭和・平成　　　年　　　月　　　日　　　満（　　　）歳

円 円 円

※申請日の属する月の収入（月額）が確実に推計できる場合はその額を、変動あるときは収入の確定している直近3か月間の平均収入を記載する。雇用保険
の失業等給付、児童扶養手当等各種手当も合算する。

円

⑧申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入及び預貯金が次のとおりであること
フリガナ

合計
氏名

続柄 本　人

円

  申請内容は正しく記載してください。偽りその他不正の行為によって亀山市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を受けたり、又は受けようとし
たときは、不当利得として返還請求されることとなります。また、不正の内容が悪質な場合には、刑事告発を行うことがあります。

【受取口座記入欄】（長期間入出金のない口座を記入しないでください。）

※ゆうちょ銀行の場合は、「振り込み用の店名・預金種目・口座番号（７桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。

令和　　年　　月　　　日

申
立
事
項

円

生年月日

収入（月額） 円 円 円

⑥次の１から６のいずれかの場合であること（１.～４.のいずれか該当する数字を〇で囲んだうえ、該当する方に記載）

１.総合支援資金の再貸付を受け終わった

※記載内容については、社会福祉協議会に照会させていただくことがあります。

３.総合支援資金の再貸付を申請したが、不承認となった

２.総合支援資金の再貸付が借入最終月である

　上記の申立事項に相違なく、亀山市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給を申請します。

預貯金等 円

相談した時期

再貸付を相談した自立相談支援機関等

　緊急小口：令和　年　　月　総合支援（初回）：令和　年　　月　～　　月受けていた時期（※）

※総合支援資金（初回）について、延長により３ヶ月を超えて受けていた場合、その終期を記載。

緊急小口資金を受けていた社会福祉協議会

総合支援資金（初回）を受けていた社会福祉協議会

緊急小口資金を受けていた（いる）社会福祉協議会

総合支援資金（初回）を受けていた（いる）社会福祉協議会

　緊急小口：令和　年　　月　総合支援（初回）：令和　年　　月　～　　月受けていた時期（※）

５.緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受け終わった（上記１～４の場合を除く）

６.緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受けており、借入最終月（緊急小口資金の場合、借入日が属
する月）である（上記１～４の場合を除く）

　令和３年　　月　　日（頃）



申請時の添付書類
1 本人及び世帯構成の確認書類

□

2

□ ①　再貸付の借用書（控）の写し（再貸付の貸付決定通知書の写しでも可）

□

□ ③　①が用意できない場合（※２）は、再貸付不承認・過去借入状況報告書

□ ①　再貸付の不承認通知の写し

□

□ ①　申告書

□ ②　緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳（※１）の写し

□

□

3

□

4 金融資産関係書類

□

5 生活保護関係書類

□

6 振込先口座（※１）が分かる書類

□ 通帳の該当部分の写し等

※１　電子的にのみ管理している場合（いわゆるweb通帳の場合）はその画面の写しで可

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日時点の金融機関の通帳（※１）
の写し

（※３）

保護申請書の写し（保護の実施機関の受領印があるもの）

※２　社会福祉協議会から発行された書類が用意できない場合には、社会福祉協議会に対し、
書類の再交付を受けること等は不要であること

※３　生活保護を申請中である場合に限る。生活保護を申請中でない場合は、申請書に公共職
業安定所の求職番号又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の名称・申込日時の
記載が必要）

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属す
る月の収入が確認できる書類の写し

マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等の写し

【申請書の申立事項⑥の１、２に該当する方】

②　再貸付の振込状況がわかる通帳（※１）の写し

【申請書の申立事項⑥の３に該当する方】

収入関係書類

②　①が用意できない場合（※２）は、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況
がわかる通帳（※１）の写し及び再貸付不承認・過去借入状況報告書

【申請書の申立事項⑥の４に該当する方】

【申請書の申立事項⑥の５、６に該当する方】

①　緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の借用書（控）の写し（貸付決定通知書の
写しでも可）

②　①が用意できない場合（※２）は、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況
がわかる通帳（※１）の写し及び再貸付不承認・過去借入状況報告書



 様式第２号誓約事項１中「公共職業安定所」を「公共職業安定所等」に改め、同様式

同意事項１中「再貸付」の次に「、緊急小口資金又は総合支援金（初回）」を加える。 

 



（注　意　事　項）
  申請内容は正しく記載してください。偽りその他不正の行為によって新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を受
けたり、又は受けようとしたときは、不当利得として返還請求されることとなります。また、不正の内容が悪質な場合には、
刑事告発を行うことがあります。

【受取口座記入欄】（従前と同様の場合は省略可。長期間入出金のない口座を記入しないでください。）

※ゆうちょ銀行の場合は、「振り込み用の店名・預金種目・口座番号（７桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記
入ください。

令和　　年　　月　　　日

申
立
事
項

円

生年月日

収入（月額） 円 円 円

⑥自立支援金（初回）を３月分受け終わっている（申請時が最終月である場合を含む。）こと

受けていた時期 　令和３年　　月　～　　月

　上記の申立事項に相違なく、亀山市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給を申請します。

預貯金等 円 円 円 円 円

※申請日の属する月の収入（月額）が確実に推計できる場合はその額を、変動あるときは収入の確定している直近3か月間
の平均収入を記載する。雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当も合算する。

円

⑧申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入及び預貯金が次のとおりであること
フリガナ

続柄 本　人

⑦世帯の生計を主として維持している者であること（右欄にチェック）□

合計

氏名

様式第６号（第６条関係）

亀山市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書

　　フリガナ

　①氏　　名

　②生年月日 昭和・平成　　　年　　　月　　　日　　　満（　　　）歳

　③住所

　④電話番号

　⑤公共職業安定所等の名称・申込日時・登録番号
　（生活保護を申請中である場合を除く。）

亀 山 市 長 様
申請者氏名

支　店　名 分類
口座番号

（右詰めでお書きください）
口座名義
（カナ）

１.普通
２.当座

金融機関コード

1.銀行
2.金庫
3.信組

金融機関名
（ゆうちょ銀行を除く）

4.信連
5.農協
6.漁協
7.信漁連

支店コード

本・支店
本・支所
出張所



申請時の添付書類
1 本人及び世帯構成の確認書類

□
2

□

3 収入関係書類

□

4 金融資産関係書類

□

5 生活保護関係書類

□

6

□ 通帳の該当部分の写し等

※１　電子的にのみ管理している場合（いわゆるweb通帳の場合）はその画面の写しで可

（※２）

保護申請書の写し（保護の実施機関の受領印があるもの）

振込先口座（※１）が分かる書類
（自立支援金（初回）同一自治体への申請であり、口座に変更がない場合は省略可）

※２　生活保護を申請中である場合に限る。生活保護を申請中でない場合は、再支給申請書に
公共職業安定所の求職番号又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介事業の窓口の名称・
申込日時の記載が必要）

住民票の写し

自立支援金（初回）の確認書類（自立支援金（初回）と同一自治体への申請の場合は省略
可）

自立支援金（初回）の振込状況がわかる通帳（※１）の写し（自立支援金（初回）と同一自
治体への申請の場合は省略可）

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属する
月の収入が確認できる書類の写し

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日時点の金融機関の通帳（※１）
の写し



附 則 

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第６条の規定は、令和

３年１２月１日以後の申請に係る自立支援金の支給について適用する。 


